
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年４月２１日  製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

空気加湿・清浄機 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、室内空間を一定温度（２０～５０℃）の高湿度（６０％ＲＨ以上）で

清浄な環境を保つための空気加湿・清浄機である。 

 水槽内の水を回転体を用いて霧化して微細なミストを含んだ空気を作り、その空

気を送風ファンを用いて室内に放出する。 

 送り出される空気の温度は、水温を調節することにより可変され、空気を循環さ

せることにより空気中の埃・塵は水槽内の水に取り囲まれ再び室内に出ることがな

い。 

 

○構造、仕様、意匠 

 水の供給は、水道又は給水タンク直結方式である。 

 空気吹出温度２０～５０℃、吹出湿度６０％ＲＨ以上、水温調節７０℃以下 

 寸 法：Ｗ３８５×Ｄ２０５×Ｈ４００㎜ 

 定 格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、３００Ｗ 

     水加温用ヒーター 単相、２００Ｖ、２ｋＷ 

 

○主な使用者、販売先 

一般家庭、店舗等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「電気加湿機」として取

り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、ヒーターは水加温用であり蒸気を発生させるものではないので「湿

潤器」には該当せず、電動機で回転させる回転体を使って霧状の水を含む空気を

放出するものであることから、「電気加湿機」として取り扱うことが妥当と判断

する。 

 

 

 


